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し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い

る
。
今
後
の
検
討
課
題
に
し

た
い
。

〈
農
林
水
産
部
関
係
〉

　
　
　
農
薬
散
布
補
助
は
、

５
年
度
は
水
稲
が
補
助
対
象

に
な
っ
て
い
た
が
、
６
年
度

は
水
稲
を
除
く
野
菜
類
が
対

象
と
な
っ
て
い
る
。
毎
年
対

象
を
変
え
て
い
る
よ
う
だ
が
、

ど
の
よ
う
な
理
由
な
の
か
。

　
　
　
農
業
用
ド
ロ
ー
ン
実

証
事
業
は
、
令
和
３
年
度
か

ら
始
ま
り
、
水
稲
、
ブ
ロ
ッ

コ
リ
ー
、
バ
レ
イ
シ
ョ
等
を

行
っ
た
。
令
和
４
年
度
は
水

稲
、
タ
マ
ネ
ギ
、
令
和
５
年

度
は
水
稲
と
小
麦
を
行
っ
た
。

何
に
一
番
い
い
の
か
と
い
う

と
こ
ろ
で
、
実
証
事
業
を

や
っ
て
い
る
。
今
後
ド
ロ
ー

ン
の
普
及
で
、
農
薬
散
布
が

で
き
る
の
か
と
い
う
実
証
を

目
的
と
し
て
、
本
年
度
は
水

稲
以
外
で
実
施
を
し
た
と
こ

ろ
で
あ
る
。

【
反
対
討
論
】

　
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
等

開
設
支
援
事
業
に
関
し
て
、

９
千
万
円
の
概
算
払
い
が
行

わ
れ
、
そ
の
お
金
が
ど
こ
に

行
っ
た
の
か
不
明
瞭
で
あ
る
。

そ
の
う
え
、
事
業
が
滞
り
、

９
千
万
円
の
返
還
請
求
期
限

が
過
ぎ
て
も
返
還
さ
れ
て
い

な
い
状
況
で
あ
る
。
議
員
と

し
て
は
、
補
助
金
を
予
算
で

認
め
た
責
任
は
あ
る
が
、
前

述
の
と
お
り
事
業
が
頓
挫
し
、

事
業
停
止
に
至
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
こ
の
予
算
執
行
は

認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

判
断
し
、
反
対
を
せ
ざ
る
を

得
な
い
。

　
ま
た
、
環
境
課
の
分
散
型

エ
ネ
ル
ギ
ー
イ
ン
フ
ラ
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

策
定
業
務
に
お
い
て
も
、
本

市
へ
の
指
名
願
が
提
出
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
そ

の
業
者
は
本
市
に
対
し
て
の

実
績
も
な
い
よ
う
な
業
者
で
、

１
社
の
特
命
随
意
契
約
で
、

１
，
８
７
０
万
円
の
業
務
委

託
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
が
分
か
り
、
説
明
を
求
め

た
が
時
間
が
な
か
っ
た
と
の

答
弁
で
あ
っ
た
。
災
害
な
ど

の
復
旧
で
時
間
が
な
い
の
は

理
解
で
き
る
が
、
こ
れ
に
は

当
て
は
ま
ら
ず
、
年
度
を
越

し
て
、
ま
た
新
し
く
正
規
の

手
続
を
踏
む
べ
き
で
は
な

か
っ
た
の
か
。
そ
う
い
う
意

味
で
は
納
得
い
く
も
の
で
は

な
い
。
１
社
の
特
命
随
意
契

約
を
避
け
る
べ
き
こ
の
時
代

に
反
し
て
い
る
と
思
う
。
入

札
契
約
事
務
が
適
切
に
行
っ

て
い
な
い
こ
と
も
、
反
対
の

理
由
。

【
賛
成
討
論
な
し
】

（
起
立
採
決
の
結
果
（
賛
成

０
・
反
対
14
）
全
会
一
致
で

不
認
定
）

質
疑

答
弁

討　
　
論

末
続
浩
二
郎 

委
員
長

　
　
　
パ
ソ
コ
ン
は
市
全
体

で
何
台
使
っ
て
い
る
の
か
。

今
回
購
入
予
定
以
外
は
何
台

残
っ
て
い
る
の
か
。

　
　
　
職
員
・
会
計
年
度
職

員
及
び
選
挙
や
確
定
申
告
等

で
臨
時
的
に
使
用
す
る
も
の

も
含
め
、
全
体
数
６
５
０
台

で
、
残
り
は
３
４
０
台
。

　
　
　
サ
ポ
ー
ト
の
期
限
が

き
た
分
を
今
回
入
れ
替
え
て

購
入
す
る
と
の
こ
と
だ
が
期

限
は
。

　
　
　
２
０
２
５
年
10
月
が

期
限
で
、
残
り
は
来
年
度
の

更
新
を
計
画
。

　
　
　
購
入
が
安
い
の
か
。

リ
ー
ス
と
の
比
較
は
。

　
　
　
購
入
が
安
い
。
今
回

の
場
合
は
リ
ー
ス
契
約
が
６

０
０
万
円
ほ
ど
高
く
な
る
。

〈
総
務
部
関
係
〉

　
　
　

合
併
特
例
債
（※

１
）
は
ま
だ
使
え
る
の
か
。

幾
ら
残
っ
て
い
る
の
か
。

　
　
　
７
年
度
ま
で
使
え
、

発
行
可
能
額
は
７
億
円
弱
。

　
　
　
合
併
特
例
債
は
有
利

な
地
方
債
だ
が
、
限
度
額
ま

で
発
行
す
る
の
か
。

　
　
　
交
付
税
措
置
が
７
割

あ
る
有
利
な
起
債
で
、
発
行

可
能
額
は
３
７
６
億
円
ほ
ど
。

ほ
ぼ
満
額
使
い
切
る
計
画
。

　
　
　
防
火
水
槽
設
置
事
業

な
ど
当
初
予
定
し
た
過
疎
債

（※

２
）が
つ
か
な
か
っ
た
の

で
、
合
併
特
例
債
へ
替
え
た

の
か
。

　
　
　
最
も
有
利
な
過
疎
債

を
予
定
し
て
い
た
が
、
要
望

が
全
国
的
に
多
く
、
配
分
額

が
市
の
要
望
額
に
達
し
な

か
っ
た
た
め
、
合
併
特
例
債

に
振
り
替
え
る
も
の
。

　
　
　
過
疎
債
の
配
分
が
要

望
額
に
達
し
な
い
と
き
財
源

を
ど
の
よ
う
に
賄
う
の
か
。

　
　
　
普
通
建
設
事
業
の
精

査
を
行
い
、
必
要
な
事
業
を

年
次
計
画
に
基
づ
き
順
次
実

施
す
る
。

　
　
　
過
疎
債
の
適
用
も
難

し
く
な
る
中
、
進
め
な
け
れ

ば
い
け
な
い
事
業
も
あ
る
が
、

ど
の
よ
う
に
取
り
組
む
の
か
。

　
　
　
合
併
特
例
債
は
合
併

後
20
年
間
の
期
間
限
定
の
起

債
で
、
全
国
で
は
使
え
る
期

間
が
終
わ
っ
た
団
体
も
あ
り
、

過
疎
債
の
要
望
が
増
加
し
て

い
る
。
国
も
令
和
６
年
度
の

額
を
増
加
し
た
が
、
枠
以
上

の
要
望
が
あ
り
全
国
一
律

カ
ッ
ト
と
な
っ
た
。
今
後
も

過
疎
債
の
要
望
は
増
加
が
見

込
ま
れ
る
た
め
、
事
業
に
応

じ
対
象
と
な
る
起
債
を
採
択

し
て
事
業
を
進
め
る
方
法
も

あ
る
。

答
弁

答
弁

答
弁

答
弁

答
弁

答
弁

答
弁

質
疑

質
疑

質
疑

質
疑

質
疑

質
疑

質
疑

質
疑

答
弁

【
議
案
第
30
号
】
財
産
の

取
得
に
つ
い
て（
職
員
用

パ
ソ
コ
ン
購
入
）

【
議
案
第
32
号
】
令
和
６

年
度
南
島
原
市
一般
会
計

補
正
予
算（
第
２
号
）

総
務
委
員
長
報
告（
概
要
）

・
議
案
２
件
を
原
案
可
決

（※

１
）
合
併
特
例
債

合
併
し
た
市
町
村
が
、
市
町
村
建

設
計
画
に
基
づ
く
特
に
必
要
と
認

め
ら
れ
る
事
業
に
対
す
る
財
源
と

し
て
借
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る

地
方
債
の
こ
と
。

（※

２
）
過
疎
債

過
疎
地
域
と
さ
れ
た
市
町
村
が
、

過
疎
地
域
持
続
的
発
展
市
町
村
計

画
に
基
づ
い
て
行
う
事
業
の
財
源

と
し
て
特
別
に
発
行
が
認
め
ら
れ

た
地
方
債
の
こ
と
。
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日
向
栄
司 

委
員
長

　
　
　
契
約
に
関
し
て
、
相

手
方
の
実
績
や
滞
り
な
く
事

業
が
行
わ
れ
て
い
る
か
確
認

を
行
っ
た
の
か
。

　
　
　
契
約
の
相
手
方
に
つ

い
は
、
博
物
館
等
を
専
門
に

し
た
全
国
的
に
も
数
多
く
の

実
績
が
あ
る
会
社
で
、
近
隣

で
は
雲
仙
岳
災
害
記
念
館

「
が
ま
だ
す
ド
ー
ム
」が
あ
る
。

ま
た
、
令
和
３
、
５
年
度
に
、

本
市
の
業
務
を
受
託
し
て
お

り
、
十
分
な
実
績
が
あ
る
。

　
　
　
県
の
事
業
認
定
が
下

り
た
後
で
、
用
地
買
収
や
補

償
な
ど
に
進
ん
で
い
く
が
、

先
行
し
て
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
展

示
工
事
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
の
か
。

　
　
　
展
示
工
事
に
つ
い
て

は
、
ソ
フ
ト
と
ハ
ー
ド
部
分

に
分
か
れ
て
お
り
、
６
年
度

で
は
展
示
サ
イ
ン
や
映
像
コ

ン
テ
ン
ツ
の
制
作
な
ど
ソ
フ
ト

部
分
を
中
心
に
進
め
て
い
く
。

【
反
対
討
論
】

　
こ
の
施
設
が
将
来
に
わ
た

る
本
市
の
負
の
レ
ガ
シ
ー
に

な
る
可
能
性
が
高
い
と
い
う

こ
と
で
反
対
を
し
て
き
た
。

道
の
駅
の
補
助
金
（
公
金
）

の
問
題
に
つ
い
て
ま
だ
調
査

中
で
あ
り
、
こ
の
件
が
解
決

に
向
か
う
ま
で
は
、
進
め
る

べ
き
で
は
な
い
。

【
賛
成
討
論
】

　
本
市
に
お
い
て
起
爆
剤
と

な
り
う
る
こ
の
世
界
遺
産
セ

ン
タ
ー
を
今
進
め
て
い
か
な

い
と
、
国
・
県
の
補
助
金
が

下
り
て
こ
な
い
状
況
に
な
る
。

市
が
全
額
を
負
担
す
る
わ
け

で
は
な
く
、
国
・
県
か
ら
の

補
助
も
相
当
な
金
額
が
動
く
。

（
起
立
採
決
の
結
果
（
賛
成

４
・
反
対
１
）
原
案
可
決
）

〈
教
育
委
員
会
関
係
分
〉

　
　
　
旧
北
有
馬
給
食
セ
ン

タ
ー
解
体
工
事
の
設
計
委
託

料
だ
が
、
解
体
費
用
は
ど
れ

く
ら
い
を
見
込
ん
で
い
る
か
。

　
　
　
概
算
で
４
千
万
円
程

度
を
見
込
ん
で
い
る
。

　
　
　
そ
の
給
食
セ
ン
タ
ー

の
土
地
に
つ
い
て
、
地
権
者

は
何
名
で
、
解
体
後
は
原
状

復
帰
し
て
返
す
の
か
。
ま
た
、

備
品
に
つ
い
て
は
処
分
す
る

の
か
、
使
用
で
き
る
も
の
は

オ
ー
ク
シ
ョ
ン
を
す
る
の
か
。

　
　
　
地
権
者
は
１
名
で
、

解
体
後
は
地
権
者
の
要
望
に

よ
り
田
に
し
て
返
す
。
ま
た 

残
っ
た
備
品
に
つ
い
て
は
、

総
合
的
に
判
断
し
た
い
。

〈
市
民
生
活
部
関
係
分
〉

　
　
　
有
家
庁
舎
の
防
水
工

事
は
一
部
分
な
の
か
。
ま
た
、

以
前
改
修
し
た
と
き
に
行
っ

て
い
な
い
の
か
。

　
　
　
屋
上
の
塔
屋
部
の
み

で
一
部
に
な
る
。
平
成
29
年

に
庁
舎
の
耐
震
化
と
併
せ
て

防
水
工
事
を
行
っ
た
が
塔
屋

部
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
。

〈
福
祉
保
健
部
関
係
〉

　
　
　
こ
ど
も
医
療
支
援
事

業
の
福
祉
医
療
費
３
千
万
円

余
り
の
増
額
は
、
想
定
よ
り

も
多
か
っ
た
と
の
こ
と
だ
が
、

そ
の
理
由
は
。
ま
た
、
児
童

扶
養
手
当
給
付
費
の
増
額
で
、

国
の
負
担
５
３
５
万
円
に
対

し
て
市
の
一
般
財
源
が
１
，

１
０
０
万
円
ぐ
ら
い
と
い
う

割
合
は
大
き
い
と
思
う
が
。

　
　
　
こ
ど
も
医
療
支
援
事

業
に
つ
い
て
は
、
昨
年
10
月

か
ら
小
中
学
生
の
福
祉
医
療

費
を
現
物
給
付
に
し
た
。
当

初
予
算
を
検
討
す
る
際
、
乳

幼
児
の
福
祉
医
療
費
を
現
物

給
付
に
す
る
と
き
の
率
で
1.5

倍
を
計
上
し
て
い
た
が
、
４

〜
６
月
の
実
績
で
年
間
分
を

見
込
ん
だ
と
こ
ろ
、
実
際
は

２
倍
以
上
に
な
り
増
額
す
る

も
の
。
児
童
扶
養
手
当
は
、

11
月
か
ら
の
制
度
改
正
に
よ

る
増
額
だ
が
、
財
源
の
割
合

は
国
の
負
担
が
３
分
の
１
で
、

市
の
負
担
が
３
分
の
２
と

な
っ
て
い
る
た
め
。

（
討
論
は
な
く
、
採
決
の
結

果
、
文
教
厚
生
委
員
会
に
分

割
付
託
さ
れ
た
関
係
分
に
つ

い
て
は
、
原
案
可
決
）

　
　
　
国
保
の
財
政
調
整
基

金
が
10
億
円
を
超
え
、
数
年

前
と
比
べ
危
機
的
な
状
況
か

ら
上
向
い
て
き
て
い
る
が
、

本
市
の
規
模
で
は
、
不
測
の

事
態
に
備
え
て
ど
の
く
ら
い

あ
る
の
が
望
ま
し
い
か
。

　
　
　
以
前
は
医
療
支
出
分

の
約
３
か
月
分
の
基
金
残
高

と
言
わ
れ
て
い
た
が
、
県
が

財
政
を
統
括
し
た
こ
と
で
、

そ
の
基
準
は
な
く
な
って
い
る
。

　
　
　
病
気
が
重
症
化
し
な

い
よ
う
に
特
定
健
診
を
推
進

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
受
診

率
の
状
況
と
目
標
％
は
。

　
　
　
４
年
度
は
40
％
。
コ

ロ
ナ
以
前
の
45
％
を
目
標
に

し
て
い
る
。

（
討
論
は
な
く
、
採
決
の
結

果
、
認
定
）

（
討
論
は
な
く
、
採
決
の
結

果
、
採
択
）

〈
そ
の
他
の
案
件
〉

答
弁

答
弁

質
疑

質
疑

質
疑

質
疑

質
疑

質
疑

質
疑

質
疑

答
弁

答
弁

答
弁

答
弁

答
弁

答
弁

【
議
案
第
32
号
】
令
和
６

年
度
南
島
原
市
一般
会
計

補
正
予
算（
第
２
号
）

【
議
案
第
31
号
】
南
島
原

市
原
城
跡
世
界
遺
産
セ
ン

タ
ー
展
示
工
事
請
負
契
約

の
締
結
に
つ
い
て

文
教
厚
生
委
員
長
報
告
（
概
要
）

・
議
案
４
件
を
原
案
可
決
、
認
定
２
件
を
認
定
、

　

請
願
１
件
を
採
択

【
議
案
第
２
号
】
令
和
５
年

度 

南
島
原
市
国
民
健
康
保

険
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳

出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

【
請
願
第
４
号
】
ゆ
た
か

な
学
び
の
実
現
・
教
職
員

定
数
改
善
を
は
か
る
た
め

の
２
０
２
５
年
度
政
府
予

算
に
係
る
意
見
書
採
択
の

請
願
に
つ
い
て

【
議
案
第
33
号
】
令
和
６

年
度
南
島
原
市
国
民
健
康

保
険
事
業
特
別
会
計
補
正

予
算（
第
２
号
）

【
議
案
第
34
号
】
令
和
６

年
度
南
島
原
市
後
期
高
齢

者
医
療
特
別
会
計
補
正
予

算（
第
２
号
）

【
認
定
第
３
号
】
令
和
５

年
度
南
島
原
市
後
期
高
齢

者
医
療
特
別
会
計
歳
入
歳

出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て


